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問�

　

手
話
は
、
手
や
指
、
体

な
ど
の
動
き
や
顔
の
表
情

を
使
う
、
独
自
の
語ご

彙い

や

文
法
体
系
を
も
つ
言
語
。

「
手
話
は
言
語
で
あ
る
」

と
基
本
理
念
を
掲
げ
、
手

話
を
必
要
と
す
る
人
が
手

話
を
使
っ
て
暮
ら
し
、
ろ

う
者
と
聴
者
が
共
に
生
き

る
地
域
づ
く
り
を
推
進
す

る
た
め
、
そ
の
基
本
と
な

る
手
話
言
語
条
例
を
制
定

す
る
べ
き
と
考
え
る
が
。

答
（
市
長
）�

　

聴
覚
障
が
い
者
の
自
立

と
社
会
参
加
の
実
現
を
目

指
す
こ
と
を
目
的
と
す
る

「
全
国
手
話
言
語
市
区
長

会
」へ
入
会
し
た
。聴
覚
障

が
い
者
や
支
援
者
な
ど
、

市
民
や
関
係
者
の
意
見
を

伺
い
な
が
ら
検
討
し
た
い
。

問�

　

手
話
や
手
話
言
語
条
例

を
、
共
に
学
び
検
討
す
る

体
制
を
整
備
し
て
、
制
定

に
向
け
取
り
組
む
べ
き
で

は
。

答
（
市
長
）�

　

障
が
い
者
自
立
支
援
協

議
会
や
健
康
福
祉
の
里
審

議
会
等
と
相
談
し
な
が

ら
、
条
例
制
定
の
作
業
を

急
ぎ
た
い
。

問�

　

行
政
と
多
く
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
が
連
携
し
た
読
書

活
動
の
取
り
組
み
を
評
価

し
て
い
る
。
企
業
や
事
業

者
と
連
携
し
た
※
１
読
書

通
帳
・
※
２
書
籍
消
毒
機

の
導
入
、
※
３
ビ
ブ
リ
オ

バ
ト
ル
の
開
催
、
※
４
レ

フ
ァ
レ
ン
ス
サ
ー
ビ
ス
の

周
知
と
利
用
促
進
で
、
さ

ら
な
る
充
実
を
図
っ
て
は
。

答
（
教
育
長
）�

　

読
書
通
帳
・
書
籍
消
毒

器
に
つ
い
て
は
、
他
市
の

導
入
の
経
緯
、
導
入
後
の

読
書
活
動
の
推
進
や
利
用

促
進
の
状
況
、
効
果
や
有

効
性
を
調
査
・
検
証
し
、

企
業
や
民
間
と
の
連
携
も

視
野
に
対
応
し
た
い
。
ま

た
ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
を
含

め
、
読
書
会
や
ブ
ッ
ク
ト

ー
ク
等
の
実
施
を
通
し

て
、
読
書
意
欲
を
高
め
る

取
り
組
み
も
進
め
て
い

く
。
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
サ
ー

ビ
ス
の
利
用
に
つ
い
て

は
、
窓
口
へ
の
掲
示
や
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載
等

を
行
い
、
よ
り
一
層
利
用

者
へ
の
周
知
を
図
り
な
が

ら
、
利
用
状
況
に
応
じ
た

体
制
づ
く
り
に
努
め
る
。

※
１ 

読
書
通
帳
と
は

　
図
書
の
貸
出
履
歴
を
記
録
し

て
お
く
手
帳
の
総
称
。
自
書
タ

イ
プ
、
お
薬
手
帳
タ
イ
プ
、
預

金
通
帳
タ
イ
プ
が
あ
る
。

※
２ 

書
籍
消
毒
機
と
は

　

紫
外
線
や
送
風
で
書
籍
を

殺
菌
消
毒
す
る
機
械
。

※
３ 

ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
と
は

　

お
薦
め
の
一
冊
を
持
ち
寄

り
、
ル
ー
ル
に
従
っ
て
魅
力
を

紹
介
し
合
い
、
多
数
決
で
読
み

た
く
な
っ
た
一
番
の
本
を
決
定

す
る
知
的
書
評
合
戦
。

※
４  

レ
フ
ァ
レ
ン
ス
サ
ー
ビ

ス
と
は

　
図
書
館
が
行
な
う
サ
ー
ビ
ス

の
一
つ
で
、
利
用
者
の
問
い
合

わ
せ
に
応
じ
、
図
書
の
紹
介
や

検
索
を
す
る
業
務
。

手
話
言
語
条
例
の
制
定
を

市
長･･･

急
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
認
識
し
て
い
る

小林 立栄  議員

一括質問方式

問�

　

県
立
遠
野
病
院
の
労
働

環
境
の
実
態
に
つ
い
て
ど

う
捉
え
て
い
る
か
。

答
（
市
長
）�

　

県
立
遠
野
病
院
が
働
き

方
改
革
の
一
つ
と
し
て

「
外
来
と
病
棟
看
護
の
一

元
化
」
に
取
り
組
ん
で
い

る
こ
と
、
ま
た
「
県
立
遠

野
病
院
の
看
護
師
離
職
相

次
ぐ
」
と
い
っ
た
内
容
の

報
道
が
出
さ
れ
た
こ
と

は
、
認
識
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
状
況
を
鑑
み
る

と
、
現
在
の
県
立
遠
野
病

院
は
「
働
き
方
改
革
」
の

実
行
に
あ
た
っ
て
の
過
渡

期
に
あ
る
も
の
と
認
識
し

て
い
る
。

問�

　

市
内
唯
一
の
県
立
病
院

が
市
民
に
と
っ
て
安
心
で

き
る
病
院
に
な
る
た
め
の

取
り
組
み
は
。

答
（
市
長
）�

　

市
は
、
県
立
遠
野
病
院

に
お
け
る
医
師
確
保
、
医

療
技
術
の
向
上
等
を
図
る

た
め
、
医
療
環
境
の
整
備

に
関
す
る
事
業
経
費
の
支

援
を
行
っ
て
い
る
。
今
後

に
お
い
て
も
、
県
立
遠
野

病
院
と
連
携
し
、
医
師
確

保
・
定
住
に
取
り
組
ん
で

い
く
。

問�

　

市
民
の
不
安
払
拭
の
た

め
の
周
知
徹
底
の
必
要
性

は
。答

（
市
長
）�

　

県
立
病
院
で
は
院
長
を

問�

　

補
聴
器
普
及
の
対
策
に

つ
い
て
は
。

答
（
市
長
）�

　

聴
覚
障
が
い
者
に
該
当

せ
ず
、
法
制
度
に
よ
る
補

聴
器
の
給
付
が
受
け
ら
れ

な
い
「
軽
度
の
難
聴
」
の

方
を
支
援
す
る
た
め
、
本

市
の
独
自
事
業
で
あ
る

「
遠
野
市
補
聴
器
給
付
事

業
」
を
継
続
し
、「
軽
度

難
聴
」
の
方
の
日
常
生
活

の
援
助
に
努
め
、
福
祉
の

増
進
を
図
っ
て
い
き
た

い
。

筆
頭
に
地
域
懇
談
会
を
開

催
し
て
い
る
。
ま
た
、
地

域
医
療
福
祉
連
携
室
も
設

置
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
医
療
懇
談
会
に

つ
い
て
は
、
市
の
職
員
も

出
席
を
し
な
が
ら
連
携
を

深
め
て
い
き
た
い
。

佐々木 僚平  議員

市
民
・
患
者
が
安
心
で
き
る
県
立
総
合
病
院
へ

市
長･･･

今
後
も
県
立
遠
野
病
院
と
の
連
携
を
行
う

補聴器の公的補助について
市長 ･･･「遠野市補聴器給付事業」を継続していく

一括質問方式

働き方改善が求められる「岩手県立遠野病院」

「手話は言語（言葉）」
社会全体で理解・認識し
合うことが必要です。

読
書
活
動
の
さ
ら
な
る
推
進
を

教
育
長･･･

読
書
意
欲
の
向
上
と
利
用
促
進
を
図
る

その他の質問
◦�ＩＣＴ（情報通信技術）
利活用の推進を

市政を問う（文責本人） 市政を問う（文責本人）


